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青
森
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則

(

平
成
十
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
五
項
中

｢

午
後
四
時
四
十
五
分｣

を

｢

午
後
五
時｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
農
業
用
ダ
ム
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
三
号

青
森
県
農
業
用
ダ
ム
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
農
業
用
ダ
ム
等
管
理
規
則

(

平
成
九
年
二
月
青
森
県
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
中

｢

、
同
月
二
十
九
日｣

を

｢

同
月
二
十
九
日
、
世
増
ダ
ム
に
あ
っ
て
は
三
月
二
十
日｣

に
改
め
る
。

別
表
二
庄
内
ダ
ム
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

徴
税
吏
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

徴
税
吏
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徴
税
吏
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
二
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
中

｢

除
く
。)

｣

の
下
に

｢

そ
の
他
知
事
が
定
め
る
県
吏
員｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

平
成
十
三
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

(

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
八
条

第
一
項
の
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
直
ち
に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
調
理
師
試
験
の
項
を
削
り
、
表
准
看
護
師
試
験
の
項
及
び
歯
科
技
工
士
試
験
の
項
中

｢

健
康
福

祉
部
健
康
医
療
課｣

を

｢

健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課｣

に
改
め
、
表
製
菓
衛
生
師
試
験
の
項
及
び
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
項
を
削
り
、
表
薬
種
商
販
売
業
認
定
試
験
の
項
及
び
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

の
項
中

｢

健
康
福
祉
部
薬
務
衛
生
課｣

を

｢

健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課｣

に
改
め
、
表
毒
物
劇
物
取

扱
者
試
験
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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三
月
二
十
一
日
か
ら

四
月
十
五
日
ま
で

一
・
一
四

世
増
ダ
ム

三
戸
郡

南
郷
村

標
高
八
十
・
七
メ
ー
ト
ル
か

ら
標
高
九
十
七
・
七
メ
ー
ト

ル

(

七
月
一
日
か
ら
十
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て

は
、
標
高
九
十
四
・
四
メ
ー

ト
ル)

ま
で

四
月
十
六
日
か
ら
八

月
三
十
一
日
ま
で

一
・
三
〇
三

九
月
一
日
か
ら
九
月

三
十
日
ま
で

〇
・
八
一
三

十
月
一
日
か
ら
十
月

十
五
日
ま
で

〇
・
三
六
九

� �
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表
農
薬
管
理
指
導
士
認
定
試
験
の
項
を
削
り
、
表
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

平
成
十
年
十
二
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号

(

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
規
定
に
よ

る
縦
覧
の
場
所)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

｢

青
森
県
環
境
生
活
部
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課｣

を｢

青
森
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
政
策
課｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

平
成
十
年
十
二
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号

(

青
森
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行

細
則
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
場
所)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

｢

青
森
県
環
境
生
活
部
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課｣

を｢

青
森
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
政
策
課｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
八
号)

第
十
条
第
三
項
第

六
号
の
規
定
に
よ
り
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
屋
外
に
お
い
て
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
し
て
は
な
ら
な

い
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

土
石
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
並
び
に
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律

第
四
十
八
号)

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
再
生
資
源
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
再
生
部
品

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
臨
時
の
職
業
訓
練
を
施
行
す

る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

農
地
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号)

第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
別
段
の
面
積
を
次

の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

農

地
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調
理
師
試
験

科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
一
月
間

健
康
福
祉
部
保
健
衛

生
課

製
菓
衛
生
師
試
験

科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
一
月
間

健
康
福
祉
部
保
健
衛

生
課

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師

試
験

科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
一
月
間

健
康
福
祉
部
保
健
衛

生
課

農
薬
管
理
指
導
士

認
定
試
験

科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
一
月
間

農
林
水
産
部
食
の
安

全
・
安
心
推
進
室

臨
時
の
職
業
訓
練
を
実
施

す
る
能
力
開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練
の
種

類
・
訓
練
課
程

対
象
者

訓
練
科

訓

練

期

間

定

数

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

一
〇
人

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

普
通
職
業
訓
練

・
短
期
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

か
ら
職
業

訓
練
の
受

講
指
示
又

は
受
講
推

薦
を
受
け

た
者

Ｏ
Ａ
事
務

科

六
月

一
〇
人

� �
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青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

平
成
十
四
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
百
四
十
七
号

(

二
以
上
の
県
土
整
備
事
務
所
の
所
管
区
域

に
わ
た
る
県
土
の
整
備
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
県
土
整
備
事
務
所
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

一
般
国
道
三
三
八
号
の
白
糠
バ
イ
パ
ス
の
建
設
の
事
業
の
用
に
供
す
る
用
地
の
買
収
及
び
補
償

並
び
に
用
地
の
買
収
に
伴
う
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
県
土
整
備
事
務
所
は
、
む

つ
県
土
整
備
事
務
所
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
号

河
川
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た

次
の
河
川
予
定
地
を
廃
止
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
一
箇
月
間
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

(

図
面
省
略)

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

堤
川
水
系
に
係
る
二
級
河
川
横
内
川
の
青
森
市
大
字
野
尻
字
野
田
一
五
三
の
一
か
ら
同
市
大
字
筒

井
字
八
ツ
橋
五
一
〇
の
一
六
ま
で
に
つ
い
て
、
河
川
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第

六
条
第
一
項
第
三
号
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

次
の
図
面
の
赤
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
の
う
ち
、
河
川
法
第
六
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号
の
区
域
以
外
の
区
域

(

図
面
省
略)

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

平
成
十
四
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
百
五
十
四
号

(

高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
閲
覧

所
の
場
所)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

｢

青
森
県
土
整
備
事
務
所
建
築
指
導
課

｢

青
森
県
土
整
備
事
務
所

弘
前
県
土
整
備
事
務
所
建
築
指
導
課

弘
前
県
土
整
備
事
務
所

八
戸
県
土
整
備
事
務
所
建
築
指
導
課

八
戸
県
土
整
備
事
務
所

五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所
建
築
指
導
課

を

五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所

に
改
め
る
。

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
建
築
指
導
課

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所

む
つ
県
土
整
備
事
務
所
建
築
指
導
課

む
つ
県
土
整
備
事
務
所

鰺
ケ
沢
県
土
整
備
事
務
所
建
築
指
導
課

｣

鰺
ケ
沢
県
土
整
備
事
務
所

｣

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

青
森
県
立
郷
土
館
条
例

(
昭
和
四
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

別
表
第
一
号
の
規
定
に
基

青 森 県 報平成16年４月１日 木曜日 号外第36号 �

別
段
の
面
積

区

域

十
ア
ー
ル

西
津
軽
郡
深
浦
町

中
津
軽
郡
岩
木
町

三
十
ア
ー
ル

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村

河
川
の
名
称

土

地

二
級
河
川

堤
川
水
系
横
内
川

青
森
市
大
字
野
尻
字
野
田
、
同
大
字
字
今
田
、
大
字
大
矢
沢
字
野
田
、

同
大
字
字
里
見
、
大
字
幸
畑
字
唐
崎
及
び
大
字
筒
井
字
八
ツ
橋
の
区
域

内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
図
面
の
赤
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る

区
域
内
の
土
地

(

河
川
区
域
内
の
土
地
を
除
く
。)

� �



� �

づ
き
、
青
森
県
立
郷
土
館
の
特
別
展
の
観
覧
の
場
合
の
使
用
料
の
額
及
び
常
設
展
の
観
覧
の
場
合
の

特
定
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
別
展
の
観
覧
の
場
合
の
使
用
料
の
額

二

常
設
展
の
観
覧
の
場
合
の
特
定
期
間

平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

公

告

長
期
・
中
高
年
失
業
者
就
職
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
案
の
提
出
の
要
請

次
の
と
お
り
長
期
・
中
高
年
失
業
者
就
職
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
案
の
提
出

(

以
下

｢

提
案｣

と
い
う
。)

の
要
請
を
す
る
の
で
、
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

提
案
に
係
る
事
項

１

業
務
名

長
期
・
中
高
年
失
業
者
就
職
支
援
事
業

２

業
務
内
容

雇
用
保
険
の
受
給
資
格
喪
失
者
又
は
六
か
月
以
上
の
失
業
者
及
び
年
齢
四
十
五

歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
失
業
者
対
象
に
、
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
及
び
セ
ミ
ナ
ー
、
職
場

体
験
や
、
企
業
の
ニ
ー
ズ
調
査
・
人
材
バ
ン
ク
の
活
用
と
い
っ
た
複
数
の
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
効

果
的
に
組
み
合
わ
せ
て
実
施
す
る
。

３

履
行
期
限

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

(

木)

二

提
案
を
行
う
者
に
必
要
な
資
格
等

１

提
案
を
行
う
者
に
要
求
さ
れ
る
資
格

�

民
間
企
業
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

に
基
づ
く
特
定
非
営

利
活
動
法
人
、
そ
の
他
の
法
人
又
は
法
人
以
外
の
団
体
で
あ
っ
て
委
託
事
業
を
的
確
に
遂
行

す
る
に
足
り
る
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�

原
則
と
し
て
、
過
去
三
年
間
に
お
い
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
同
一
又
は
類
似
の
事
業

を
契
約
締
結
し
、
確
実
に
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
績
が
な
い
場
合
で

も
業
務
を
実
施
す
る
実
力
が
あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
履
行
で
き
る
見
込
み
の
あ
る
者
を
含
む
。

２

提
案
の
評
価
基
準

�

事
業
者
の
適
格
性

�

企
画
提
案
の
目
的
適
合
性

�

業
務
遂
行
手
法
の
妥
当
性

三

手
続
等

１

担
当
部
局

青 森 県 報������	
� �� 号外第36号�

区

分

金
額

(

一
回
に
つ
き)

｢

鈴
木
正
治
展｣

の
観
覧

個
人

高
等
学
校
生
徒
、

中
等
教
育
学
校

後
期
課
程
生
徒

及
び
学
生

二
百
四
十
円

(

特
別
展
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
百
円)

一
般

五
百
円

(

特
別
展
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
百
円)

団
体

(

二

十
人
以
上

の
も
の
に

限
る
。)

高
等
学
校
生
徒
、

中
等
教
育
学
校

後
期
課
程
生
徒

及
び
学
生

一
人
に
つ
き

百
二
十
円

(
特
別
展
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
円)

一
般

一
人
に
つ
き

二
百
五
十
円

(

特
別
展
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
百
円)

北
東
北
三
県
共
同

展

｢

描
か
れ
た
北

東
北｣

の
観
覧

個
人

高
等
学
校
生
徒
、

中
等
教
育
学
校

後
期
課
程
生
徒

及
び
学
生

二
百
四
十
円

(

特
別
展
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
百
円)

一
般

五
百
円

(

特
別
展
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
百
円)

団
体

(

二

十
人
以
上

の
も
の
に

限
る
。)

高
等
学
校
生
徒
、

中
等
教
育
学
校

後
期
課
程
生
徒

及
び
学
生

一
人
に
つ
き

百
二
十
円

(

特
別
展
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
円)

一
般

一
人
に
つ
き

二
百
五
十
円

(

特
別
展
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
百
円)

� �
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: 

郵
便
番
号

〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
商
工
労
働
部
労
政
・
能
力
開
発
課

電
話
番
号

〇
一
七
―
七
二
二
―
一
一
一
一

(

内
線
二
三
五
一)

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
四
〇
一

(

直
通)

２

企
画
提
案
指
示
書
の
交
付
期
間
及
び
場
所

�

交
付
期
間

平
成
十
六
年
四
月
一
日

(

木)

か
ら
同
月
十
五
日

(

木)

ま
で

(

土
曜
日
、

日
曜
日
は
除
く
。
交
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で)

�

交
付
場
所

１
に
同
じ
。

�

交
付
方
法

直
接
交
付
す
る

(

郵
送
等
は
、
し
な
い)

。

３

参
加
表
明
書
の
提
出
期
限
、
提
出
場
所
及
び
方
法

�

提
出
期
限

平
成
十
六
年
四
月
十
五
日

(

木)

午
後
五
時
ま
で

�

提
出
場
所

１
に
同
じ
。

�

提
出
方
法

持
参
す
る
こ
と

(

郵
送
等
は
、
不
可)

。

４

企
画
提
案
書
の
提
出
期
限
、
提
出
場
所
及
び
提
出
方
法

�

提
出
期
限

平
成
十
六
年
五
月
十
一
日

(

火)
午
後
五
時
ま
で

�

提
出
場
所

１
に
同
じ
。

�

提
出
方
法

持
参
す
る
こ
と

(

郵
送
等
は
、
不
可)

。

四

そ
の
他

１

手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

契
約
書
作
成
の
要
否

要

３

関
連
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
照
会
窓
口

三
の
１
に
同
じ
。

４

そ
の
他

�

企
画
提
案
書
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
。

�

詳
細
は
、
企
画
提
案
指
示
書
に
よ
る
こ
と
。
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出

先

機

関

青
森
県
税
事
務
所
告
示
第
一
号

青
森
県
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
及
び
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
場
所

を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
税
事
務
所
長

中

村

司

一

自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
の
住
所
及
び
名
称

１

住
所

青
森
市
奥
野
一
丁
目
一
二
の
三

２

名
称

社
団
法
人
青
森
県
自
動
車
会
議
所

二

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
場
所

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
一
三
九
の
二
一

青
森
県
交
通
会
館
内

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
一
二
九
の
一
三

青
森
県
軽
自
動
車
会
館
内

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
長
七
谷
地
二
の
七
〇
四

八
戸
自
動
車
会
館
内

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
〇
―
〇

(

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
法

人
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
一
○
―
〇

(

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ

る
法
人
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
○
―
〇

(

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
法

人
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
条
第
一
号
中

｢

第
八
条
各
号
に
掲
げ
る｣

を

｢

第
九
条
に
規
定
す
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(
通
勤
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
十
六
年
二
月
二
十

日
公
布)

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
第
一
項
に
見
出
し
と
し
て

｢
(

施
行
期
日)

｣

を
付
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

(

支
給
単
位
期
間
に
係
る
経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
の
月
の
中
途
か
ら
引
き
続
い
て
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受

け
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
育
児
休
業
を
し
、
職
員
派
遣

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第

三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
派
遣
を
い
う
。)

を
さ
れ
、
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
を
し
、
又
は
地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
停

職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
が
同
日
以
後
に
復
職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
復

職
又
は
復
帰
に
係
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

第

二
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、｢

属
す
る
月
の
翌
月

(

そ
の
日
が
月
の
初
日

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月)

｣

と
あ
る
の
は
、｢

属
す
る
月｣

と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


